
過去３年以内に宮城県内へ蜜蜂の転飼申請をした皆様方へ 

令和５年８月３０日 

宮城県農政部畜産課 

 

 宮城県では県内の蜂群配置の適正化を図ることを目的とし、配置調整委員会を設置しています。

例年３月に当該委員会を設置し、蜂群配置について調整してきましたが、宮城県への転飼申請の

状況から、本年度より開催を９月末に変更することとしました。 

配置調整委員会の開催時期の変更に伴い、転飼申請の締め切りを設定します。養蜂振興法施

行規則第二条による申請書の締め切りは転飼開始日の二箇月前ですが、宮城県の養蜂業の健

全な発展のため、できる限り当県が設定した下記締め切り日を遵守していただきますようよろしく

お願いいたします。 

 

記 

１ 転飼申請書締め切り日：令和５年９月２２日（金） 

  ※令和５年１２月３１日までに宮城県へ転飼を行う方が対象です。 

 

２ 主な変更点及び注意点： 

（１）許可証は配置調整委員会後の 10月上旬頃に発行予定です。 

（２）令和６年度以降は申請書の提出期限を９月第三金曜日とします。尚、通知は発出いたしま

せんので、ご承知願います。 

（３）ご不明な点や不都合な点がありましたら、宮城県農政部畜産課生産振興班（担当：今田（こ

んた））（TEL:022-211-2853）までご連絡ください。 
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